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○
条
例
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若
し
く
は
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廃
の
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求
又
は
監
査
の
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を
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と
が
で
き
る
選
挙
権
…
…
…
…
六

を
有
す
る
者
の
一
定
数

○
県
議
会
の
解
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求
又
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事
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若
し
く
は
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の
選
挙
管
理
委
員
会
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職
の
請
求
を
す
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こ
と
が
で
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を
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○
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議
会
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解
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権
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催
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七

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年

三
月
二
十
四
日

号
外
第
十
号

金　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

政
党
の
支
部

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

国
民
新
党
憲
友
会
山
梨
県
支
部
　

進
　
藤
　
八
　
郎
　

佐
　
野
　
一
　
彦
　

北
杜
市
小
淵
沢
町
六
一
六
八
　
進
藤
八
郎
方
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

三
月
十
日
　

三
月
十
五
日

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

二

笛
吹
ク
ラ
ブ
　

荻
　
野
　
正
　
直
　

須
　
田
　
峯
　
雄
　

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
三
三
九
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

二
月
十
四
日
　

二
月
二
十
日

政
新
会
　

一
　
瀬
　
　
　
満
　

長
　
沼
　
辰
　
幸
　

中
央
市
西
花
輪
三
六
七
九
│
二
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

二
月
二
十
日
　

二
月
二
十
一
日

光
友
会
　

小
　
島
　
光
　
雄
　

保
　
延
　
　
　
健
　

甲
斐
市
亀
沢
二
六
〇
九
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

二
月
十
八
日
　

二
月
二
十
三
日

直
友
会
　

竹
　
井
　
清
　
八
　

輿
　
石
　
勝
　
彦
　

甲
斐
市
下
今
井
二
四
四
〇
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

三
月
五
日
　

三
月
六
日

関
戸
将
夫
後
援
会
　

関
　
戸
　
将
　
夫
　

関
　
戸
　
将
　
夫
　

上
野
原
市
秋
山
六
四
〇
〇
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

三
月
九
日
　

三
月
九
日

楠
間
隆
保
を
励
ま
す
会
　

山
　
本
　
　
　
博
　

小
　
林
　
義
　
光
　

甲
府
市
上
曽
根
町
一
六
五
三
│
一
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

三
月
十
日
　

三
月
十
三
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

小
　
澤
　
春
　
義
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

藤
嶋
え
い
き
を
支
援
す
る
会

旧
　

内
　
藤
　
喜
　
保
　

二
月
十
六
日
　

二
月
二
十
日

新
　

自
由
民
主
党
春
日
居
支
部
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

旧
　

自
由
民
主
党
春
日
居
町
支
部
　

二
月
十
八
日
　

二
月
二
十
一
日

新
　

全
日
本
不
動
産
政
治
連
盟
山
梨
　

田
　
中
　
基
　
雄
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

県
本
部

旧
　

藤
　
森
　
　
　
豪
　

二
月
二
十
一
日
　

二
月
二
十
二
日

新
　

三
　
井
　
玲
　
子
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

ひ
と
ひ
ら
の
会

旧
　

藤
　
原
　
真
　
弓

二
月
二
十
日
　

二
月
二
十
三
日

新
　

田
　
中
　
貞
　
雄
　

植
　
松
　
忠
　
久
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

金
丸
つ
よ
し
後
援
会

旧
　

塩
　
島
　
　
　
平

鶴
　
田
　
富
　
平

二
月
二
十
日
　

二
月
二
十
三
日

新
　

一
之
宮
秀
雄
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

光
21

旧
　

大
　
森
　
末
　
雄
　

二
月
二
十
八
日
　

三
月
一
日

新
　

広
　
瀬
　
鶴
　
雄
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

若
富
士
会

旧
　

降
　
矢
　
健
　
二
　

二
月
二
十
八
日
　

三
月
一
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

三

新
　

大
久
保
　
明
　

赤
　
石
　
圭
　
吾
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

山
憂
連
合
総
本
部

旧
　

五
　
味
　
俊
　
博
　

大
久
保
　
明
　

二
月
二
十
八
日
　

三
月
一
日

新
　

木
　
次
　
譲
　
二
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

三
進
会

旧
　

中
　
村
　
喜
　
幸
　

二
月
二
十
七
日
　

三
月
二
日

新
　

渡
　
辺
　
一
　
彦
　

神
宮
寺
　
聡
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

連
合
山
梨
政
治
連
盟

旧
　

田
中
甲
子
男
　

渡
　
辺
　
一
　
彦
　

三
月
一
日
　

三
月
七
日

新
　

大
　
森
　
歳
　
晴
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

秋
山
会

旧
　

加
　
藤
　
友
　
規
　

三
月
九
日
　

三
月
九
日

新
　

渡
　
辺
　
亘
　
人
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

自
由
民
主
党
富
士
吉
田
市
支
部

旧
　

堀
　
内
　
光
　
雄
　

三
月
十
日
　

三
月
十
三
日

新
　

菅
谷
源
太
郎
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

自
由
民
主
党
富
士
吉
田
市
支
部

旧
　

相
　
澤
　
善
　
一
　

三
月
十
三
日
　

三
月
十
三
日

新
　

山
梨
県
看
護
連
盟
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
八
年

旧
　

日
本
看
護
連
盟
山
梨
県
支
部
　

六
月
三
日
　

三
月
十
四
日

新
　

甲
府
市
幸
町
一
四
│
六
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

甲
府
市
薬
剤
師
連
盟

旧
　

甲
府
市
富
士
見
一
│
二
│
四
　

三
月
十
四
日
　

三
月
十
四
日

新
　

中
　
村
　
昌
　
訓
　

高
　
橋
　
晴
　
子
　

甲
府
市
中
小
河
原
一
│
一
二
│
一
五
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

赤
池
誠
章
後
援
会

旧
　

中
　
島
　
英
　
俊
　

清
　
水
　
栄
　
一
　

甲
府
市
湯
田
二
│
六
│
六
　

三
月
一
日
　

三
月
十
五
日

新
　

中
央
市
の
未
来
を
考
え
る
会
　

乙
黒
三
代
太
郎
　

中
央
市
成
島
一
三
八
〇
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

旧
　

玉
穂
町
の
未
来
を
考
え
る
会
　

渡
　
辺
　
二
　
造
　

中
央
市
中
楯
一
二
九
八
　

三
月
十
五
日
　

三
月
十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

志
村
一
郎
後
援
会
「
大
栄
会
」

萩
　
原
　
博
　
文
　

志
　
村
　
秀
　
男
　

南
ア
ル
プ
ス
市
大
師
二
九
九
│
二
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

二
月
十
五
日
　

二
月
十
六
日

「
上
野
原
町
を
元
気
に
す
る
」

長
　
田
　
通
　
幸
　

杉
　
本
　
英
　
美
　

上
野
原
市
上
野
原
七
九
四
〇
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

人
々
の
会
　

一
月
二
十
九
日
　

二
月
二
十
七
日

「
日
本
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
会
」

池
　
端
　
孔
　
市
　

杉
　
本
　
英
　
美
　

上
野
原
市
上
野
原
七
九
四
〇
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年



四

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

荻
　
野
　
正
　
直

笛
　
吹
　
市
　
長

笛
吹
ク
ラ
ブ

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
三
三
九

荻
　
野
　
正
　
直

平
成
十
八
年

平
成
十
八
年

二
月
十
四
日

二
月
二
十
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
取
消
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
取
消
年
月
日

届
出
年
月
日

小
　
沢
　
澄
　
夫

長
　
坂
　
町
　
長

澄
明
会

北
杜
市
長
坂
町
大
八
田
六
三
〇
六

小
　
沢
　
澄
　
夫

平
成
十
八
年

平
成
十
八
年

三
月
六
日

三
月
七
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
異
動
届

区
分

氏
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名
　

異
動
年
月
日
　

届
出
年
月
日

新

上
野
原
市
長

杉
本
公
文
と
民
主
政
治
を
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
八
年

杉
　
本
　
公
　
文

育
て
る
会

旧
　

上
野
原
町
長

二
月
十
三
日
　

二
月
二
十
七
日

上
野
原
　

一
月
二
十
九
日
　

二
月
二
十
七
日

す
み
よ
い
会
　

小
　
澤
　
善
　
六
　

堀
　
込
　
　
　
昭
　

北
杜
市
長
坂
町
大
八
田
六
三
〇
六
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

三
月
六
日
　

三
月
七
日

澄
明
会
　

小
　
沢
　
澄
　
夫
　

堀
　
込
　
　
　
昭
　

北
杜
市
長
坂
町
大
八
田
六
三
〇
六
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

三
月
六
日
　

三
月
七
日

長
田
ひ
さ
お
後
援
会
「
久
友
　

小
　
林
　
明
　
男
　

三
　
井
　
俊
　
彦
　

甲
斐
市
大
下
条
一
〇
三
〇
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

会
」

三
月
五
日
　

三
月
十
日

得
心
会
　

小
　
野
　
明
　
英
　

小
　
野
　
一
　
治
　

南
ア
ル
プ
ス
市
西
野
二
〇
〇
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
八
年

三
月
十
五
日
　

三
月
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

政
治
資
金
規
正
法
第
12条

第
１
項

平
成
16年

１
月
１
日
か
ら
平
成
16年

12月
31日

ま
で

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

政
治
団
体
の
名
称
　
　
広
和
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
１
８
年
１
月
２
７
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日



五

（１）収入総額 １０,８３４円
ア　前年繰越額 １０,８３４円
イ　本年収入額 ０円

（２）支出総額 １０,８３４円
（３）翌年への繰越額 ０円
２　収入・支出の内訳
（２）支出の内訳
イ　政治活動費 １０,８３４円
（ア）組織活動費 １０,８３４円
合　計 １０,８３４円

政治団体の名称　　雨宮四郎後援会

報告年月日　　　　平成１８年１月２０日
１　収入・支出の総額
（１）収入総額 １１２,０００円
ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 １１２,０００円

（２）支出総額 １１２,０００円
（３）翌年への繰越額 ０円
２　収入・支出の内訳
（１）収入の内訳
イ　寄附 １１２,０００円
（ア）寄附 １１２,０００円
ａ　個人からの寄附 １１２,０００円
合　計 １１２,０００円

［寄附の内訳］
ア　個人からの寄附
（寄附者の氏名） （金　　額） （住　　所）
雨宮四郎　　　　　　　１１２,０００円　　　　　笛吹市
小　計　　　　　　　　　１１２,０００円　
（２）支出の内訳
ア　経常経費 １１２,０００円
（ウ）備品・消耗品費 １１２,０００円
合　計 １１２,０００円

政治団体の名称　　海野としひこ後援会笛山会

報告年月日　　　　平成１８年２月２８日
１　収入・支出の総額
（１）収入総額 １,１００,０００円
ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 １,１００,０００円

（２）支出総額 ９９０,４８０円
（３）翌年への繰越額 １０９,５２０円
２　収入・支出の内訳
（１）収入の内訳
イ　寄附 １,１００,０００円
（ア）寄附 １,１００,０００円
ａ　個人からの寄附 １,１００,０００円
合　計 １,１００,０００円

［寄附の内訳］
ア　個人からの寄附
（寄附者の氏名） （金　　額） （住　　所）
海野利比古　　　　　　６００,０００円　　　　　笛吹市
海野みや子　　　　　　５００,０００円　　　　　笛吹市　
小　計　　　　　　 １,１００,０００円　　　　　　
（２）支出の内訳
ア　経常経費 ７４０,４８０円
（イ）光熱水費 ９,９６３円
（ウ）備品・消耗品費 ５００,５１７円
（エ）事務所費 ２３０,０００円
イ　政治活動費 ２５０,０００円
（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 ２５０,０００円
ｂ　宣伝事業費　　　　 ２５０,０００円
合　計 ９９０,４８０円

政治団体の名称　　清水潤一を励ます会

報告年月日　　　　平成１８年２月１５日
１　収入・支出の総額

山 梨 県 公 報 号 外 第 十 号 　 　 平 成 十 八 年 三 月 二 十 四 日
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（１）収入総額 ０円
ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 ０円

（２）支出総額 ０円
（３）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　　相親会

報告年月日　　　　平成１７年１２月２０日
１　収入・支出の総額
（１）収入総額 ０円
ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 ０円

（２）支出総額 ０円
（３）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　　得心会

報告年月日　　　　平成１８年３月１５日
１　収入・支出の総額
（１）収入総額 ０円
ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 ０円

（２）支出総額 ０円
（３）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　　中村よしつぐ後援会

報告年月日　　　　平成１８年１月３１日
１　収入・支出の総額
（１）収入総額 ２１２,３００円
ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 ２１２,３００円

（２）支出総額 ２１２,３００円
（３）翌年への繰越額 ０円
２　収入・支出の内訳
（１）収入の内訳

イ　寄附 ２１２,３００円
（ア）寄附 ２１２,３００円
ａ　個人からの寄附 ２１２,３００円
合　計 ２１２,３００円

［寄附の内訳］
ア　個人からの寄附
（寄附者の氏名） （金　　額） （住　　所）
中村善次　　　　　　　２１２,３００円　　　　　笛吹市
小　計　　　　　　 ２１２,３００円　　　　　　
（２）支出の内訳
ア　経常経費 ８０,０００円
（ウ）備品・消耗品費 ８０,０００円
イ　政治活動費 １３２,３００円
（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 １３２,３００円
ｂ　宣伝事業費 １３２,３００円
合　計 ２１２,３００円

政治団体の名称　　武藤茂美を励ます会

報告年月日　　　　平成１７年１１月２５日
１　収入・支出の総額
（１）収入総額 ０円
ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 ０円

（２）支出総額 ０円
（３）翌年への繰越額 ０円

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 八 号

地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 七 十 四 条 第 一 項 及 び 第 七 十 五 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 山 梨 県 に お け る 選 挙 権 を 有 す る 者 の 総 数 の 五 十 分 の 一 の 数 は 、 次 の と お り

で あ る 。
平 成 十 八 年 三 月 二 十 四 日

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

委 　 員 　 長 石 　 　 澤 　 　 道 　 　 夫
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